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D-217 コレステロール分画（回数） 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、コレステロール分画は 3 か月に 1 回を超える算定は認めら

れない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 コレステロール分画によって得られる数値は、急激に変動するものでは

ないため、動脈硬化の程度の指標として行う場合、3か月に 1回までの算

定が妥当であると整理した。 

 


